
正

誤

令和年月日 金曜日 第号官 報

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日
（
号
外
第
五
十
八
号
）
公
布

文
部
科
学
省
・
環
境
省
令
第
一
号
（
研
究
開
発
等
に
係
る

遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
第
二
種
使
用
等
に
当
た
っ
て
執

る
べ
き
拡
散
防
止
措
置
等
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
）

（
原
稿
誤
り
）

一
七
ペ
ー
ジ
改
正
後
欄
一
行
目
か
ら
一
二
行
目
ま
で
は

次
の
と
お
り
の
誤
り
。

別
記
様
式
（
第
９
条
関
係
）

［
略
］

〔
備
考
〕

１
～
11
［
略
］

12
「
宿
主
等
の
特
性
」
に
つ
い
て
は
、
遺
伝
子
組

換
え
実
験
の
場
合
に
は
当
該
第
二
種
使
用
等
に
係

る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
宿
主
に
関
し
、
細
胞

融
合
実
験
の
場
合
に
は
当
該
第
二
種
使
用
等
に
係

る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
親
生
物
（
法
第
２
条

第
２
項
第
２
号
に
掲
げ
る
技
術
の
利
用
に
よ
り
得

ら
れ
た
核
酸
又
は
そ
の
複
製
物
が
由
来
す
る
生
物

を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
項

目
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。


～

［
略
］


11に
掲
げ
る
項
目
（
宿
主
が
ウ
イ
ル
ス
及
び

ウ
イ
ロ
イ
ド
で
あ
る
場
合
に
限
る
。




）

13～
22
［
略
］

同
ペ
ー
ジ
改
正
前
欄
一
行
目
か
ら
一
二
行
目
ま
で
は
次

の
と
お
り
の
誤
り
。

別
記
様
式
（
第
９
条
関
係
）

［
同
上
］

〔
備
考
〕

１
～
11
［
同
上
］

12
「
宿
主
等
の
特
性
」
に
つ
い
て
は
、
遺
伝
子
組

換
え
実
験
の
場
合
に
は
当
該
第
二
種
使
用
等
に
係

る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
宿
主
に
関
し
、
細
胞

融
合
実
験
の
場
合
に
は
当
該
第
二
種
使
用
等
に
係

る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
親
生
物
（
法
第
２
条

第
２
項
第
２
号
に
掲
げ
る
技
術
の
利
用
に
よ
り
得

ら
れ
た
核
酸
又
は
そ
の
複
製
物
が
由
来
す
る
生
物

を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
項

目
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。


～

［
同
上
］


12に
掲
げ
る
項
目
（
宿
主
が
ウ
イ
ル
ス
及
び

ウ
イ
ロ
イ
ド
で
あ
る
場
合
に
限
る
）。






13～
22
［
同
上
］

令
和
七
年
二
月
二
十
六
日
（
号
外
第
三
十
七
号
）
公
布

農
林
水
産
省
令
第
五
号
（
野
菜
生
産
出
荷
安
定
法
施
行
規

則
及
び
地
域
資
源
を
活
用
し
た
農
林
漁
業
者
等
に
よ
る
新

事
業
の
創
出
等
及
び
地
域
の
農
林
水
産
物
の
利
用
促
進
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
）

（
原
稿
誤
り
）

五
ペ
ー
ジ
第
一
条
改
正
後
欄
終
り
か
ら
二
行
目「（
北
海

道
農
政
事
務
所
長
を
含
む
。）」
を
削
る
。

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
七
千
六
百
四
十
一
万
円

減
少
し
、
二
億
五
千
三
百
三
万
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。
効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
八
月
二
十
九
日
で
あ

り
、
社
員
総
会
の
決
議
は
、
令
和
七
年
七
月
二
十
四
日
に

終
了
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債

権
者
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申

し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
の

要
旨
は
令
和
七
年
七
月
十
日
付
官
報
の
号
外
第
一
五
九
号

七
十
八
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
二
十
五
日

東
京
都
千
代
田
区
飯
田
橋
四
丁
目
七
番
一
号
結
和

税
理
士
法
人
内

厚
木
森
の
里
特
定
目
的
会
社

取
締
役

中
津

正
憲

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
六
千
五
百
万
円
減
少
す

る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
は
令
和
七
年
四
月
二
十
二
日

の
官
報
号
外
第
九
十
号
八
十
四
頁
掲
載
の
と
お
り
で
す
。

令
和
七
年
七
月
二
十
五
日

東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
三
丁
目
二
番
五
号

Ｙ
Ｆ

Ｊ
Ｒ
Ｅ

Ｂ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

鄭

武
壽

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
第
一
〇
九
条

の
規
定
に
基
づ
き
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
三
十
三
億
七

千
万
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
の

要
旨
は
令
和
六
年
九
月
二
十
五
日
付
官
報
の
号
外
第
二
百

二
十
三
号
六
十
八
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
二
十
五
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
六
番
五
号

ア
ー
ル
イ
ー
エ
フ
ツ
ー
・
イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ン
ツ

特
定
目
的
会
社

取
締
役

粟
国

正
樹

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
第
一
〇
九
条

の
規
定
に
基
づ
き
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
四
千
四
百
万

円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

債
権
申
出
の
公
告
（
第
一
回
）

当
基
金
は
、
確
定
給
付
企
業
年
金
法
第
八
十
一
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
令
和
七
年
七
月
一
日
解
散
の
認
可
が

あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
の
で
、
当
基
金
に
債
権
を
有

す
る
者
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お

申
し
出
下
さ
い
。
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は

清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
二
十
五
日

千
葉
県
市
川
市
行
徳
駅
前
三
丁
目
九
番
一
九
号
三

〇
六
号
室

日
鉄
物
流
企
業
年
金
基
金

清
算
人

別
所

靖
明

訂
正
公
告

令
和
七
年
七
月
一
日
（
号
外
第
一
五
〇
号
）
掲
載
の
旅

行
業
者
営
業
保
証
金
取
戻
し
公
告
中
、「⑨

令
和
７
年
５
月

30日

」
と
あ
る
は
「⑨

令
和
７
年
５
月
29日

」
の
誤
り
に

つ
き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
二
十
五
日

東
京
都
荒
川
区
西
日
暮
里
三
丁
目
六

九
ラ

ヴ
ィ
ー
ナ
道
灌
山

Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｒ

Ｔ
Ｉ
Ｇ
Ｅ
Ｒ

Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｖ
Ｅ
Ｌ

合
同
会
社

代
表
社
員

張

明

玲

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
の

要
旨
は
、
令
和
七
年
一
月
二
十
四
日
付
官
報
の
号
外
第
十

四
号
百
十
九
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
二
十
五
日

東
京
都
港
区
西
新
橋
一
丁
目
二
番
九
号
メ
ン
タ
ー

キ
ャ
ピ
タ
ル
税
理
士
法
人
内

Ｈ
Ｃ
Ｂ
プ
ラ
チ
ナ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

武
野
氏
伸
哉

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
九
億
八
千
五
百
万
円
減

少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
及

び
損
益
計
算
書
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
六
年
十
月
二
十
一
日

掲
載
頁

八
十
頁
（
号
外
第
二
四
五
号
）

令
和
七
年
七
月
二
十
五
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
一
一
番
一
号

ジ
ェ
イ
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ッ
ク
特
定
目
的
会
社

取
締
役

吉
岡

淳

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
八
億
九
千
六
百
十
万
円

減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
ttp
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令
和
七
年
七
月
二
十
五
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
二
丁
目
六
番
一
号

Ｒ
ｅ
ｇ
ａ
ｌ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

滝
澤

弘
子

新
設
分
割
公
告
及
び
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
新
設
分
割
に
よ
り
新
設
す
る
株
式
会
社
野
村

商
事
（
埼
玉
県
所
沢
市
本
郷
一
〇
八
六
番
地
の
九
）
に
対

し
て
、
当
社
の
飲
食
店
事
業
に
関
す
る
権
利
義
務
を
承
継

さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

ま
た
当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
八
八
〇
万
円
減
少
す
る

こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
決
定
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、当
社
は
計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
七
月
二
十
五
日

長
野
県
安
曇
野
市
穂
高
有
明
三
六
一
八
番
地
四
四

有
限
会
社
大
和
商
事

代
表
取
締
役

野
村

光
雄

訂
正
公
告

令
和
七
年
六
月
二
十
三
日
（
号
外
第
一
三
九
号
）
掲
載

の
第
六
十
期
決
算
公
告
（
枠
組
）
中
、「資

産
合
計

3
,4
2
9 」

と
あ
る
は「

資
産
合
計

3
,4
3
0 」

の
、

「
負
債
・

純
資
産
合
計

3
,4
2
9 」

と
あ
る
は「

負
債
・
純
資
産
合

計
3
,4
3
0 」

の
、

「
株
主
資
本

1
,5
0
2 」

と
あ
る
は「

株
主
資
本

1
,5
0
3 」

の
、

「
利
益
剰
余
金

1
,1
1
8 」

と
あ
る

は「
利
益
剰
余
金

1
,1
1
9 」

の
誤
り
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ

訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
二
十
五
日

岐
阜
県
恵
那
市
武
並
町
竹
折
一
六
三
一
番
地
一

昭
和
包
装
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

古
市

喜
久
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